
 

 

１ 

江戸時代に建てられた大権現時代の金堂であ

る旭社の修理や、金毘羅庶民信仰資料の石

燈籠の補強などを実施します。 

【寄附目標額：17億 1,200万円 

／事業期間：Ｒ７‐Ｒ２４】 

寄附先 金刀比羅宮 

11 

平安時代中期に制作された一木造りの聖観音

立像を収めた収蔵庫の防犯・防火設備を整備

する予定です。 

【寄附目標額：375 万円／事業期間：Ｒ８】 

寄附先 釈王寺 ３ 

弘法大師空海が誕生したとされる地に建立され

た寺院。金堂や五重塔の防火設備の整備や、

耐震補強の工事を実施する予定です。 

【寄附目標額：４億 1,700 万円 

／事業期間：Ｒ７‐Ｒ２０】 

寄附先 善通寺 

ご寄附をいただきたい事業（第２次寄附募集対象事業） 

10 

江戸時代の庄屋宅。池泉回遊式（ちせんかい

ゆうしき）の築山庭園の整備、建物、土塀の修

理を行う予定です。 

【寄附目標額：390 万円／事業期間：Ｒ７‐Ｒ８】 

８ 

巨大なドーム状の樹冠をもつ志々島のシンボ

ル。四方に長く延びる枝を支える柱の調整

や、枯枝の管理などを行う予定です。 

【寄附目標額：500 万円／事業期間：Ｒ８】 

７ 

小豆島八十八ヶ所霊場第 31 番札所。樹高６ｍ、

枝張り 10ｍを超える巨樹を維持するため、支柱

設置などを行う予定です。 

【寄附目標額：510 万円／事業期間：Ｒ７‐Ｒ９】 

２ 

四国八十八ヶ所霊場第 86番札所。江戸時代の

薬師堂、鐘楼堂の修理工事など、境内の整備を

長期計画で行う予定です。 

【寄附目標額：７億 9,300 万円 

／事業期間：Ｒ７‐Ｒ１１】 

４ 

四国内の民家などを移築した野外博物館。砂

糖しめ小屋や醤油蔵、旧丸亀藩番所などの改

修工事を継続的に実施します。 

【寄附目標額：5,400万円／事業期間：Ｒ７‐Ｒ１６】 

12

14 

五色台周辺の古植生を残す一瀬神社の社叢。

社叢内の樹木管理のために、危険枝・支障木

の伐採を行う予定です。 

【寄附目標額：140 万円／事業期間：Ｒ７‐Ｒ８】 

５ 

古代の讃岐国分寺の境内景観を現在に伝え

る古刹。鎌倉時代に建てられた本堂の防災

設備を整備する予定です。 

【寄附目標額：5,000万円／事業期間：Ｒ８‐Ｒ９】 

６ 

令和４年９月の落雷で火災の被害を受けた

国宝本殿（鎌倉時代前期の建立）。建物復旧

と防災設備の整備を行います。 

【寄附目標額：1,615万円／事業期間：Ｒ７】 

15 

小豆島八十八ヶ所霊場第 54 番札所。樹齢

1600年、樹高 16.8ｍの巨木で、木道の修繕

や、危険枝の整理などを行います。 

【寄附目標額：120万円／事業期間：Ｒ７‐Ｒ９】 

寄附先 志度寺

寄附先 四国民家博物館 

寄附先 國分寺 

寄附先 神谷神社 

９ 

平安時代後期に制作された讃岐屈指の和様

彫刻として高く評価される薬師如来立像とそ

の収蔵庫を修理する予定です。 

【寄附目標額：455 万円／事業期間：Ｒ７】 

寄附先 極楽寺 

寄附先 個 人 

寄附先 利益院 
（志々島自治会） 

寄附先 誓願寺 

寄附先 中山組 
（一之瀬自治会）

寄附先 八幡神社

寄附先 寳生院 

明徳３（1392）年頃に植えられたと伝わる２株の

大イチョウ。枯枝の管理や樹勢回復事業を行う

予定です。 

【寄附目標額：320 万円／事業期間：Ｒ７‐Ｒ10】 

所在地 琴平町 

所在地 さぬき市 

所在地 善通寺市 

所在地 高松市 

所在地 高松市 

所在地 坂出市 

市 

所在地 さぬき市 

所在地 東かがわ市 

所在地 高松市 

所在地 三豊市 

所在地 小豆島町 

所在地 高松市 

所在地 高松市 

所在地 土庄町 

13 寄附先 與田寺

行基の創建と伝わる與田寺の山門の両脇に

あるシンボルツリー。樹勢を回復するための

土壌改良などを行う予定です。 

【寄附目標額：250 万円／事業期間：Ｒ７】 

所在地 東かがわ市 

【寄附の方法】  
香川県教育委員会 HP の本プロジェクト案内※１から、寄附申込書をダウンロードし、ご記入の上、メール、電子

申請※２、FAX 又は郵送願います。 
※１ 表面 QR コードをご利用いただくか、ブラウザにて「かがわ」・「文化財」・「活用応縁」を検索してください。 

※２ ブラウザにて、「香川県電子申請」・「かがわ」・「文化財」を検索してください。 

【いただいた寄附金の使い道】 
これからの文化財の保存修理等の事業に対して計画的に支援するため、受領した寄附金を香川県文化財保存

活用基金に積み立てる予定です。 

【文化財保存活用事業計画】  
民間の文化財所有者が行う文化財保全事業を毎年公

表します。事業ごとに寄附先を指定して寄附を受け付
けます（事業指定なしの寄附も可能です）。なお、寄附
額の 10％は本県文化財保護の経費に充てさせていただ
きます。 


